
令和5年3月13日以降は、個人の主体的な選択を尊重して、

マスクの着用は個人の判断に委ねられることになりました。

※しかしながら、高齢者や、重症化リスクの高い方、また、

　医療機関や高齢者施設への訪問時、他にも通勤ラッシュ時の

　電車やバスへの乗車時は着用が効果的とされています。

令和5年5月8日以降は、当初は２類相当だった新型コロナ感染症の

感染症法上の位置付けが、いよいよ５類へと変更される予定です。

※現段階では、コロナに関する医療費負担は「当面の間は公費負担を

　継続する」という案が主に報道にありますが、５類の位置付けだと、

　本来患者の負担となります。コロナの専用治療薬はいったい

　いくらに？保険適用分を差し引いても高そうですよね。

ｈｔｔｐｓ：//ｎａｇａｓａｋｉ-ｉｒｙｏｋｙｏｓａｉ．ｊｐ

いよいよ４月、入園や入学、入社等、新しい環境での生活を 

スタートする人が増えて、なんだかワクワクする時季ですね。 

ついに新型コロナへの対応も、緩和に向けて動き出しています。 

これまでと異なり、法的根拠が無くなれば、政府や行政からの「緊急事態宣言」発出は 

なくなります。外出自粛や、店舗の時短営業といった要請も出来ないと思われます。 

今後は、私たちひとりひとりの、感染予防や感染させないための対策が大事になります！ 

変更その① ： マスク着用の考え方！ 

変更その② ： 感染症法の位置づけ！ 


